
令和７年度財 政 援 助団 体 等 監査 結 果 報告 書  

 

１  監 査 の基 準  

  監 査 委員 は 、 伊勢 崎 市 監 査 基 準 （令 和 ２ 年３ 月 １ ２日 監 査 委員 訓 令 甲第 １

号） に 準 拠し 実 施 した 。  

 

２  監 査 の種 類  

  財 政 援助 団 体 等監 査 （ 地方 自 治 法第 １ ９ ９条 第 ７ 項）  

 

３  監 査 の日 程 及 び対 象  

 令 和 ８ 年２ 月 ４ 日（ 水 ）  

 ○ 補 助 金団 体  

  十 王 自動 車 株 式会 社 （ 都市 計 画 部交 通 政 策課 ）  

  伊 勢 崎市 コ ミ ュニ テ ィ バス 運 行 経費 補 助 金  

 

４  監 査 の着 眼 点  

所管 部 局 に関 し て は 、補 助 金 の決 定 は法 令 等 に適 合 し てい る か 、補助 金 の

交付 目 的 及び 補 助 対象 の 事 業の 内 容 は明 確 か 、補 助金 の効 果 及 び条 件 の 履行

の確 認 は 実績 報 告 書等 に よ りな さ れ てい る か 。  

補助 金 団 体に 関 し ては 、事 業 計画 書 、予算 書 及 び決 算 諸表 等 と 所管 部 局 へ

提出 し た 補助 金 等 の交 付 申 請書 、実 績報 告 等 は符 合 す るか 、事 業 は計 画 及び

交付 条 件 に従 っ て 実施 さ れ 十分 効 果 が挙 げ ら れて い る か 、補助 金 が 補助 対象

事業 以 外 に流 用 さ れて い な いか 、出 納関 係 帳 票の 整 備 、記 帳 は 適正 か 、補助

金に 係 る 収支 の 会 計経 理 は 適正 か 。  

 

５  監 査 の実 施 内 容  

 （ １ ） 予備 監 査  

   本 監査 に 先 立ち 監 査 委員 事 務 局職 員 に より 、 下 記事 項 を 重点 に 関 係書 類



を試 査 又 は精 査 を して 予 備 監査 を 実 施し た 。  

 ア  決 算関 係 書 類の 整 備 状況 に つ いて  

   イ  予 算 の 執行 状 況 につ い て  

   ウ  諸 帳 簿 の記 帳 、 整理 、 保 管状 況 に つい て  

   エ  金 銭 の 出納 、 預 金通 帳 の 管理 に つ いて  

 （ ２ ） 本監 査  

   当 該監 査 は 、 伊 勢 崎 市役 所 監 査委 員 室 にお い て 、 監 査 委 員３ 名 と 事務 局

職員 が 、 提出 資 料 と予 備 監 査結 果 に 基づ き 、 事務 責 任 者、 所 管 部局 職 員 と

質疑 応 答 方式 で 実 施し た 。  

           

６  監 査 の結 果  

  伊 勢 崎市 コ ミ ュニ テ ィ バス 「 あ おぞ ら 」 は、 公 共 施設 ・ 公 益施 設 の 利用 者

並 びに 高 齢 者等 の 交 通弱 者 の 交通 手 段 を確 保 す るた め に 、平 成 ２ ０年 か ら運

行 を開 始 し 、現 在 １ １路 線 で 運行 し て いる 。 現 在の 運 行 主体 で あ る十 王 自動

車 ㈱は 、 市 と「 伊 勢 崎市 コ ミ ュニ テ ィ バス 運 行 に関 す る 協定 書 」 を締 結 し コ

ミ ュニ テ ィ バス の 運 行を し て おり 、 市 は補 助 金 等交 付 規 則等 に 基 づき 、 伊勢

崎市 コ ミ ュニ テ ィ バス 運 行 経費 補 助 金を 交 付 して い る 。  

監 査を 実 施 した 結 果 、運 営 、 事務 執 行 につ い て 、事 業 目 的に 沿 っ て行 わ れ

て おり 、 規 定に 基 づ く義 務 の 履行 に つ いて も 概 ね適 正 に 実行 さ れ てい る こと

が認 め ら れた 。  

今 後も 引 き 続き 関 係 部局 と 連 携を 図 り 、 安 心 安 全な 運 行 事業 を 実 施し な が

ら、 適 正 な管 理 運 営を 期 待 する も の であ る 。  

 


